
日本列島全体が“戦争準備状態”!?
～許していいのか！ 重要土地利用規制法「注視区域」「特別注視区域」指定で監視社会に～

渡辺 幸重（フリージャーナリスト）

安倍第一次政権以降、平和憲法を骨抜きにして日本を“戦う国”にする政策が強引に進められ

てきました。そのための法律制定や閣議決定が続き、自衛隊基地建設やミサイル配備、米軍等と

の共同軍事訓練、軍事研究、兵器輸出、情報統制、増税準備などが何の説明も国民の議論や合意

もなく着々と現実のものになってきています。これでは国民主権も民主主義もあったものではあ

りません。私たちは近いと言われる解散総選挙にあたっては戦争に反対し、国民生活を破壊する

「軍備増強」「軍事増税」をやめさせるために自公連立政権を惨敗させなければなりません。こ

のままでは日本は憲法無視の“とんでもない国”になってしまいます。「戦争をしない・させな

い」の正念場ではないでしょうか。

■日本国民を監視し、私権制限・戦争協力を押しつける重要土地利用規制法

戦争に進む悪法の一つが「重要施設周辺及び

国境離島等における土地等の利用状況の調査及

び利用の規制等に関する法律」です。政府は

「重要土地等調査法」としていますが、一般的

には「重要土地利用規制法」「重要土地調査規

制法」と呼ばれています。この法律は 2021 年

６月に成立し、2022 年 9 月に全面施行されまし

た。

この法律によると、米軍基地や自衛隊基地、

原子力発電所などの「重要施設」の周辺１㎞以

内の区域の土地や国境等の基準になる島嶼など

を「注視区域」「特別注視区域」に指定し、そ

この土地や建物を使う市民の利用実態を政府が

調査し、政府が「対象施設の機能を阻害する行

為に利用されるおそれがある」と判断したら利

用中止を命令することができます。特定重要施

設の周辺や“特定国境離島”が対象となる特別

注視区域では、一定以上の面積の土地などを売

買する際に氏名や国籍などを事前に届け出るこ

とが義務づけられています。また、調査のため

に政府は行政機関や地方自治体などに対して区

域内の土地利用者や所有者、その他関係者に関

する情報提供を求めることもできます。命令や

義務を果たさなければ２年以下の懲役もしくは

200 万円以下の罰金、またはその両方を科すと

いう罰則まで決められているのです。

しかし、法律には規制の対象となる「対象施

設の機能を阻害する行為」は具体的に書かれて

いません。政府は電波妨害や盗聴、侵入などを

想定していると言いますが、具体的内容は「基

本方針」で定めるので政府の裁量で決められて

しまうのです。

そもそも日本政府やマスメディアは、外国人

（外国資本）が日本の防衛にとって重要な土地



を買うことを阻止しなればならないと国民のナ

ショナリズムを煽ってこの法律を成立させよう

としました。しかし、外国勢力の土地購入の実

態は明らかにしていません。いまではその目的

よりも日本国民を監視し、私権を制限し、戦争

に協力させようという面が浮き彫りになってい

ます。市民による軍事基地や原発に対する監視

活動が「施設の機能を阻害する行為」とみなさ

れるかもしれません。土地や建物の所有者・利

用者の氏名や思想信条や家族・交友関係まで調

査の対象になり、自治体などから個人情報が提

供される可能性もあります。土地の強制収容と

いう危険性も指摘されています。与那国島、宮

古島、沖縄島、奄美大島の自衛隊基地にはすで

に市民を監視する情報保全隊が配備されていま

す。国民の人権を守るための歯止めがない状況

のなかで国民を監視する体制は着々と進んでい

るのです。

■日本列島を覆い尽くす「注視区域」「特別注視区域」

政府は全体で 500 カ所以上の区域を「注視区

域」「特別注視区域」として指定する必要があ

るとしています。すでに第 1 回、第 2 回の指定

が行われ、９月 11 日には第３回指定の候補区

域が発表されました。全体では特別注視区域

115、注視区域 284 の合計 399 カ所に上りま

す。さらに第３回指定の手続きを完了したら直

ちに第４回指定の作業に取りかかるとしてお

り、指定区域は日本列島を網羅する勢いで増え

ています。

第２回指定までの大まかな区域を地図にして

みました。これを見ると指定区域が北海道から

沖縄まで全国に広がっていることがわかりま

す。実は私は第 2 回資料を見てびっくりしまし

た。自衛隊も米軍もいない島なのに私の出身中

学校や子供の頃に釣りをしたり磯遊びをした海

岸地帯が注視区域になっていたのです。指定事

由は「国境離島（領海基線周辺）」とあり、隣

の集落の小さな港が自衛隊の活動の拠点に予定

されているようでした。

第３回指定は、北海道や宮城県、埼玉県、千

葉県、東京都、愛知県、静岡県、大阪府、兵



庫県、広島県、愛媛県、福岡県、佐賀県、長

崎県、熊本県など全国に及び、①防衛省市ヶ谷

庁舎（東京）など自衛隊施設 207、②伊方原発

（愛媛）、玄海原発（佐賀）など原子力関係施

設３、③新千歳空港（北海道）、福岡空港（福

岡）、熊本空港（熊本）など空港６、④広弾薬

庫・秋月弾薬庫（広島）や板付飛行場（福岡）

など米軍施設６が含まれます。米軍施設は今回

が初めてで、沖縄県の米軍基地は含まれていま

せん。今後追加されると沖縄島は全体が注視区

域で覆われるでしょう。

■重要土地利用規制法は「戦争国家への地ならし」

琉球弧（南西諸島）をみると、無人島は第

1 回、有人島は第２回に多く指定されていま

す。与那国島や石垣島、宮古島、奄美大島な

ど自衛隊基地・施設があるところをはじめ種

子島、屋久島、トカラ列島、徳之島、与論島、

南北大東島、西表島、波照間島など北から南

まで軒並み指定されています。米海兵隊が琉

球弧の 40 ほどの島にミサイル部隊を分散展開

して中国軍を迎え撃つという米戦略を想起さ

せる内容になっているのです。

第 2 回指定の際、沖縄県内の新聞各紙は「島

に軍事の影 募る不安」「有事色 生活覆う懸

念」「識者『戦争国家へ地ならし』」と警告を

発しました。しかし、それが日本の社会全体

に届いていません。注視区域全体を見れば沖

縄のメディアが発している警告、沖縄県民が

抱いている懸念は日本列島全体のものである

ことがはっきりしています。それは日本国民

全体が受けとめ、主体的に日本政治の舵取り

をしなければならないことを示しています。



■私たちは何をしなければならないのか

冒頭で指摘したように、私たちはあらゆる

手段を駆使して日本の政治を変え、この国を

“とんでもない国”から“まともな国”にす

るために全力を尽くさなければならないと思

います。

●琉球弧で指定された注視区域／特別注視区域(一部)


